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　そのような中で，太平洋沿岸地域の

一部の裁判所では，津波による被災者

を一時的に受け入れ，食料等の必要な

物資を提供しました。

　

　被害を受けた裁判所では，震災後，

業務の再開に向けて応急の処置を行

うとともに庁舎の安全性を点検するな

どしました。その結果，ライフライン

の復旧に期間を要したり，津波による

浸水被害を受けたりした一部の庁を除

き，３週間ほどで通常の業務を再開す

ることができました。ただし，福島富

【津波により浸水した大船渡簡易裁判所】

【地震による被害を受けた
福島地方裁判所郡山支部裁判員裁判用法廷】

　平成２３年３月に発生した東日本大震災は，東北から関東にかけて広い地域に甚大な被

害をもたらしました。被災地域の裁判所では，庁舎が倒壊するほどの被害は受けませんで

したが，地震や津波等により庁舎や宿舎の建物や設備に被害が生じ，裁判の運営に大きな

影響を受けました。

震災による裁判所の被害
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　震災の直後は，被災地域の裁判所では，ライフラインや交通機関などの地域の被害状況

を踏まえ，裁判手続の期日を延期するなど当事者や関係者の事情に配慮した柔軟な運用に

努めました。また，通常の業務を再開するまでの間も，令状請求をはじめとする緊急の処

理が必要な事件や裁判申立て等の受付事務の取扱い等を行っていました。

　震災後，被災地域において弁護士会が行った法律相談等によれば，相続や賃貸借等に関

する法的な問題解決のニーズが相当あるものと考えられました。そこで，裁判所では，震

災のため遠方に避難したり，避難所等での生活を強いられたりしている被災者の方のため

に，最寄りの裁判所を案内するちらしを作成し，自治体と連携して配布しました。また，

津波による深刻な被害を受けた地域では，交通機関の復旧に期間を要し，裁判所へのアク

セスが困難になっていると思われたため，裁判所書記官等が，市役所等の公共施設や避難

所等に出向いて手続案内を行いました。そのほか，手続が簡易で手数料も安く（※）円満

な解決を図ることができるなどの特色を持つ調停制度が，震災に伴う紛争の解決に幅広く

利用されるよう，最高裁判所から調停協会に委嘱して，被災地域の７か所で，調停相談会

を開催しました。

　※　東日本大震災に関しては，一定の要件の下で，被災者の方に対し民事調停の申立手

　　数料が免除される特例措置が執られています（平成２６年２月２８日まで）。

　被災地域の裁判所では，裁判員裁判を再開するに当たり，津波や原子力発電所の事故に

よる深刻な被害を受けた地域に居住する裁判員候補者の方の負担に配慮し，これらの地域

に居住する方には選任手続への呼出しを行わない運用がなされました。また，震災により，

後見人等が死亡したり避難等のため後見事務が行えなかったりする事態が生じていること

が予想されたことから，裁判所では，被後見人等の保護のため後見人等の安否確認を行い，

保護が必要な被後見人等について新たな後見人等を選任するなどの対応をしました。

震災後の裁判所の活動

岡簡易裁判所については，原子力発電所

の事故により，管轄区域内の町村に避難

指示が出されたことなどを受けて，平成

２３年４月２２日から，同裁判所の事務

のうち，刑事事件をいわき簡易裁判所

に，民事事件を郡山簡易裁判所に，それ

ぞれ移転しました。    

【被災者を一時的に受け入れた釜石簡易裁判所】
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　これらの震災後における裁判所の執務態勢や裁判事務の取扱いの状況については，逐

次，裁判所のウェブサイトにも掲載して周知しました。

　

　被災地域の裁判所への事件の申立てに関して，民事事件は，平成２３年１２月時点にお

いて，全体として昨年同時期より減少している傾向にあります。阪神・淡路大震災の後に

は，借地借家関係を中心に民事調停の申立てが増加しましたが，今回の震災では，調停申

立手数料を免除する措置がとられた６月以降も，目立った事件の増加は見られていませ

ん。一方で，家事事件については，震災直後の３月，４月には全般的に申立てが減ったも

のの，５月以降，１２月時点まで，相続放棄及び同熟慮期間の伸長，未成年後見人選任等

を中心に審判事件全体の申立てが昨年同時期に比べ多い状態が続いています。

　被災地域の裁判所では，窓口に来られる被災者の方に対して，民事と家事で窓口を分け

被災地域における事件の状況等

【東日本大震災関連情報トップページ画面】【裁判所ウェブサイトトップページ画面】

【仙台の震災対応総合窓口の様子】

ることなくワンストップで手続案内

を行うことができるよう，仙台地

方・家庭・簡易裁判所において合同

の震災対応総合窓口を設置するとと

もに，その他の裁判所でも１か所

の窓口で対応できる態勢を整えまし

た。今後も，被災地域における様々

な法的な問題解決のニーズを迅速か

つ的確に把握し，これらに適切に対

応することにより，復興に貢献して

いきたいと考えています。

東日本大震災と裁判所

  


